
 

旭川市では，予防接種法に基づき，１０月１日から６５歳

以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナ感染症の

予防接種費用の一部を助成します。希望される方は，流行に

備えて，できるだけ早めに接種を受けましょう。 

 

１ 対象者  

 

接種当日，旭川市に住民票があり， 

(1)，(2)のいずれかに該当し，接種を希望する方 

 

（1）接種当日に６５歳以上の方 

（2）接種当日に６０歳以上６５歳未満で， 

心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルス 

による免疫機能のいずれかに障害等級１級 

相当の障害がある方 

※(1)(2)に該当しない方は本予防接種の対象外であ

り，費用は全額自己負担です。 

 

２ 実施期間  

 
・インフルエンザワクチン 
令和６年10月1日(火) 

～同７年1月31日(金) 
 

・新型コロナワクチン 
令和６年10月1日(火) 

～同７年３月31日(月) 
※医療機関によっては，実施時期が変更になる場合が 

ありますのであらかじめ御了承ください。 

３ 実施場所  
掲載されている医療機関 

・掲載されている医療機関以外で接種した場合は， 

本予防接種の対象外であり，費用は全額自己負担です。 

※登録医師による介護施設等での接種を除く。 

・実施日時や予約の要・不要などについて，事前に 

各医療機関にお問い合わせください。 

 

 

４ 接種料金（自己負担額）  
・インフルエンザワクチン 

１，５１０円  

・新型コロナワクチン 

 ３，０００円 
※生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯の世帯 
員の方は免除（無料）になります。 

※接種後に自己負担金を払い戻すことはできません。 

５ 接種回数  

実施期間中１回  
※2回目以降は本予防接種の対象外であり，その分の 

 費用は全額自己負担です。 
 

６ 持ち物  
●接種当日６５歳以上の方  

マイナンバーカードや健康保険証等の本人及び

住民登録上の住所・年齢を確認できるもの 

●６０歳以上６５歳未満で対象の方 

身体障害者手帳 

●自己負担金が免除になる方 

「８ 自己負担金が免除になる方の証明につ

いて」を参照。 

※接種の際に「証明に必要なもの」の提示がなけれ 

 ば免除になりません。また，払戻しの対応はできま

せんので必ず接種の際に御提示ください。 

７ 副反応について  
次のような症状があらわれることがあります。 

●注射の後の腫れや痛み  

●発熱，寒気，頭痛，だるさ  

●まれに，けいれん，運動障害や意識障害 

※接種後，接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合 

は，速やかに医師の診察を受けてください。なお，本予防 

接種によって重篤な副反応が発生し，因果関係があると厚 

生労働大臣が認めた場合には，医療費及び医療手当等，予 

防接種法による一定の給付を受けられる場合があります。 



８ 自己負担金が免除になる方の証明について  
免除対象者 証明に必要なもの 

「１対象者」に該当する方で 

生 活 保 護 受 給 

世 帯 の 世 帯 員 

保護手帳 

（有効期間内のもの） 

 

「１対象者」に該当する方で 

市 民 税 非 課 税 

世 帯 の 世 帯 員 

※世帯全員が非課税 

でなければ対象となり 

ません。 

 

①,②のいずれか 

① 令和６年度介護保険料納入通知書 ※再発行不可 

（６５歳以上の方に介護保険課から７月に郵送しています。） 

※ 「保険料の計算」頁の左下にある「保険料計算の内訳（あなたの保険料の内訳）」

部分の「世帯課税区分欄」が「非課税」と記載されているもの。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

問合せ先：保健予防課保健予防係 ☎２５－６２３７ 
② 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 
（有効期限内のもの） 

※ 適用区分が「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」と記載されているもの 

※ 後期高齢者医療制度に加入されている方が，必要に応じて申請した場合に，国民

健康保険課から交付されるため，全ての方がお持ちのものではありません。 

「非課税世帯確認証」を発行します。（「１対象者」の(2)に該当する方で非課税世帯の世帯員の場

合も，この証明の提出により接種料金の免除を受けられます。） 

発行場所 保健所保健予防課保健予防係（総合庁舎４階）又は各支所・東部まちづくりセンター窓口 

※ 郵送及び電話での申請・発行はできません。 

※ワクチン接種１回ごとに１枚回収しますので，必要数を渡します。 

持ち物 １ 手続きに来られる方の本人確認書類（マイナンバーカードや健康保険証等）  

２ 同じ世帯の方の印鑑（スタンプ印は不可） 

※ 委任状（手続きに来られる方が住民票上別世帯の場合）  

※ 今年１月以降に転入してきた方は「前住所地の課税証明書」 
 

市民税非課税世帯の世帯員の方で上記の①又は②をお持ちでない場合  

注意）接種の際に，次の証明の提示がない場合は免除になりません。 

また，払戻しはできませんので必ず接種の際に提示してください。  

令和６ 令和６ 

見 本 

【問合せ先】旭川市保健所 保健予防課 保健予防係 

旭川市 7 条通 9 丁目 総合庁舎 4 階 ☎ ２５－ ６２３７ 


